
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合に
所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

○報告義務者
上記の事由による被災労働者の所属する事業場の事業者

○報告様式、提出期限
休業日数によって使用する報告様式が異なります。

休業日数等 使用する様式 提出期限

業
務
災
害

死亡
様式第23号 災害発生後遅滞なく（１ヶ月以内）

休業４日以上

休業１日以上３日以下 様式第24号

・１月～３月の災害⇒４月末日まで
・４月～６月の災害⇒７月末日まで
・７月～９月の災害⇒10月末日まで
・10月～12月の災害⇒翌年の１月末日まで

○提出方法等
①紙面で提出する。
・仙台労働基準監督署の窓口に持参する。
・仙台労働基準監督署安全衛生課宛てに郵送する。
※労働者死傷病報告については、副本のご提出は任意です（正本１部のみのご提出で結
構です）。
控えが必要な場合は、提出時に当該報告書の写し（コピー）をご用意ください。
（郵送の場合には必要な額の切手を貼った返信用封筒も同封してください。）

☆様式第23号、様式第24号ともに厚生労働省のHPからダウンロードできます。
特に、様式第23号については機械で読み取りを行うため、以下の事項に留意し
てください。
・様式を印刷する際には縮小印刷とならないよう注意してください。
・印刷した用紙をコピーするのではなく、必要の都度、厚生労働省のHPからダ
ウンロードして使用してください。

②電子申請を行う。
電子申請の詳しい操作方法は、パンフレット「労働基準法、最低賃金法等の届出等は、
電子申請が便利です！」 に掲載していますので、ご覧ください。
パンフレット掲載先：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

仙台労働基準監督署 H31.1

【参考】労働安全衛生規則
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一
月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事
実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働者死傷病報告の提出はお済みですか？

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html


○様式第23号 （休業４日以上又は死亡の場合に使用する様式）

○様式第24号 （休業１日以上３日以下の場合に使用する様式）

【参考】記載例

代
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者
印

【問い合わせ先】仙労働基準監督署 安全衛生課 Tel：022-299-9073


